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1．介護予防の推進の重要性   

○今後、超高齢社会が到来することにより、  
・高齢者人口が大幅に増加するとともに、  
・より高齢な高齢者の割合が高くなっていくこと  
が予測される。  

○超高齢社会においても、  
・多くの高齢者が生き生きと暮らすことが、  
・社会全体の活力を維持することにつながり、  

ひいては、  

・介護保険制度の持続性の確保につながる。  

○超高齢社会の入り口である「今」から、   
介護予防に取組み、その定着を図る必要がある。  
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被保険者数・要介護認定者数の推移  

○ 被保険者数の推移   

65歳以上の被保険者数は、5年7ケ月で離  ％）増  

2000年4月末  2003年4月末  2005年11月末   

被保険者数  2，165万人  2，398万人   2，556万人  

（出典：介護保険事業状況報告）  

○ 要介護認定を受けた人数の推移   

要介護認定を受けた者は、5年7ケ月で約210万人（96％）増加  

2000年4月末  2003年4月末  2005年11月末   

認定者数   218万人   348万人   428万人   

（出典：介性保険事業状況報告）  

介護保険財政の現状  

（2000年度実績）（2001年度実績）（2M年度実績）（2003年度実績）（2004年甜）（2005年度予事）（2006年度予■）   
※補正後  ※補正後   

01号保険料〔加重平均〕  1嚇0％増  
第1期（H12～14年度）  第2期（H15～17年度）  第3期（H18－銅年度）  

4．090円  

（＋24％）  

3．293円  

（＋13％）  
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2．介護予防が求められる背景   

○介護保険制度施行後の状況をみると、  
・要支援や要介護1の軽度者の増加が大きく、  
・これらの者の生活機能の低下の原因は、  

廃用症候群（生活不活発病）※が多い。  

※廃用症候群（生活不活発病）：  

筋骨格系疾患等のように、廃用（使わないこと、生活の不活発、安静）  

で起こる、全身の心身機能、生活機能の低下  

○これらの者については、適切な対応により状態  

が改善することが期待されるが、これまでのサ  
ービスは、状態の改善に十分つながっていない。   

○軽度者に対するサービスを、廃用症候群の予防、  
改善を図る観点から見直すこととした。  
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3．介護予防の基本的な考え方  

○どのような状態にある看であっても、  
・生活機能の維持・向上を積極的に図り、  
・要支援・要介護状態の予防及びその重度化の予防、   

改善により、   
「高齢者本人の自己実現の達成」を支援 すること   

○このため、高齢者の生活機能の低下の程度に対応し   
て生活機能の維持・向上の取組を行うことが必要で   

あり、特に「水際作戦」として、  
・急速な生活機能の低下がみられ始めた者を早期に   

把握し、時期を逸することなく集中的に対応する  
・生活機能の低下が軽度のうらから早期に対応する   

ことが非常に重要である。  

－17－   



生活機能の程度と高齢者の状態  

加齢、疾病、環境の変化、心理的要因 他  

軽度の  
生活機能の低下  
認められる状態  

要支援状態に  
ある高齢者  

中重度の  
生活機能の低下  
認められる状態  

要介護状態に  
ある高齢者  

生活機能の低下  
が疑われる状態   

要支援・要介護  
状態となるおそ  
れのある高齢者  
（特定高齢者）  

生活搬の維持・向上の取撼  生活機能の維持・向上の取組  生活機能の維持・向上の取絹  

○ 加齢、疾病や環境の変化、心理的要因等をきっかけとして生活機能の低下が起こりうる。  
○ どのような状態でも、生活機能の維持・向上の取組により、生活機能の低下を防止する  

ことが期待される。  
○ とりわけ、急速な生活機能の低下が認められるまたは軽度な状態での「水際作戦」が、  

生涯にわたって生活の質（QOL）を維持する上で重要である。  
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4．介護予防 策の考え方（ に係る施 1）   

○軽度者の状態を踏まえ、   
・できる限り要支援・要介護状態とならない  

あるいは、   

・重症化しないよう「介護予防」を重視した  

システムの確立を目指す。  

○このため、   
・要支援者の範囲、予防給付のサービスの内容、  
ケアマネジメントを見直し、新たな予防給付  
として再編するとともに、   

・要支援・要介護状態になる前からの介護予防を  

推進することとした。  
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4．介護予防 策の考え方（ に係る施 2）   

○介護予防に対する取組が自主的・継続的に行われ  
るためには、  

・地域における環境の整備や活動支援等を含めた  
様々な施策が連携し、  

・関係する様々な機関等が地域のネットワークを  
構築しながら、  
高齢者が生き生きと活動できる 「地域づ＜りト  

まちつ＜り」が行われることが重要。   

O「地域包括支援センター」は、高齢者が住み慣  
れた自宅や地域で、できる限り自立した生活を  
継続するために必要な多様な支援を継続的かつ  
包括的に提供する仕組み（＝「地域包括ケア」）  

の中核機関として、重要な役割を担っている。  
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5．介護予防に関連するサービス等   

○介護予防は、  
・高齢者の日常的な生活での取組みから、  
・要介護状態の高齢者に対する介護給付における  

サービスに至るまでi  

一貫した取組が重要である。   

○中でも、  
・地域支援事業（特に、介護予防事業）  
・予防給付によるサービス  

・老人保健事業における基本健康診査  

（介護予防のための生活機能評価等）   

・介護予防ケアマネジメント  

については、特に重点的な取組みが重要となる。  
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5．介護予防関連サービス  

印実施に当たってのポイント   

○介護予防関連サービスにおいては、  
・介護予防について高い効果が期待されると考え  

られる者※に対して優先的にサービスの利用を促  

すこと（＝「水際作戦」）  
※ 生活機能の低下をきたす可能性の高い者（特定高齢者）  

軽度の生活機能の低下をきたしている者（要支援者）  

・利用者本人の理解と明確な目標達成への意欲に  
基づいた利用を促すこと（＝「高齢者本人の自  

己実現の達成」への支援）  

が重要であり、  

その上で、  

・適切な「運動機能の向上」「栄養改善」「口腔機能  

の向上」等のサービスの利用が求められる。  
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5．介護予防関連サービス  

②介護予防ケアマネジメント   

○特定高齢者及び要支援者に対し、  
・適切なアセスメントの実施により、利用者の  

状態の特性を踏まえた目標を設定し、  
・本人を含め様々な専門家によるケアカンファ  

レンスを通じ、利用者の改善可能性を実現す  
るための適切なサービスを選択する  

ことにより、利用者の自立に向けた日標志向型  
プランの策定を行うことが必要である。   

○地域包括支援センターによる客観的・中立的・  
包括的なケアマネジメントの実施を通して、   

・多様な地域資源を活用し、   

・「包括的・継続的な地域生活支援」を実現する。  
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5．介護予防関連サービス  

③介護予防のための生活 
※65歳以上の者の基本健康診査（老人保健事業）において実施   

○特定高齢者である可能性の高い状態の者は、  
自主的に基本健康診査を受診しない者の中に多い  
ことが推測されるため、  

・訪問活動  

・関係機関（主治医、民生委員、高齢者福祉センター等）からの情報  
・本人、家族、地域住民等からの情報  
・要介護認定における非該当者等の情報  

等により把握された者に対して、基本健診の受診  
を積極的に推奨することが重要である。  

○特定高齢者の早期発見、早期対応に資するために  
は、適宜適切に基本健診を実施できる体制の整備  
が必須である。  

5．介護予防関連サービス  

再）介護予防プログラム   

○介護予防ケアプランに基づき、   
・利用者本人の理解と明確な目標達成への意欲に  

基づいた利用を促す（＝「高齢者本人の自己実  

現の達成」への支援を行う）こと、   
・事前のアセスメント、事後のアセスメントによ  

り、当初の目標に照らした評価を確実に実施す  
ること  

が必要である。   

○なお、特に、「運動機能の向上」のサービスに  
ついては、   

・いわゆる「筋トレ」に固執することではなく、  
利用者の状態や意向に沿った内容とし、   

・利用者の体調等に十分に留意する。  
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介護予防プログラムの実施方法  

○介護予防プログラム※  

予防給付で重点  

的に実施する  

プログラム   

【運動器の機能向上】  

【栄養改善】  

【口腔機能の向上】  

【閉じこもり予防・支援】  

【認知症予防・支援】  

【うつ予防・支援】  

介護予防特定  

高齢者施策での  

実施を想定して  

いるプログラム  

※研究班においてマニュアルを作成し、厚生労働省のホームページに  
掲載している。  

〔 
血仙 

〕  

介護予防に関する各研究班マニュアル  

【例：運動器の機能向上マニュアル（主任研究者‥大渕修一氏）より一部抜粋】  

運動蕃の機能向上とQOLの粥係   r募礪軌から「好循凱へ   

介■予陣に上る鮮■書  1山…膿肝下とー；■積≠J  

麹  匡観  ★暮・輌鱒  
●丁■  

ゆ  
■■・●tt●■咄  

ナ  恕  乎 ●  

々．∴慢  
L！せ壷毒≠吏】   

■t〉■■  1■■事－■■   ▼ “ 中州 本書の蚊  
i己増力祀下  

8●仰臥礼■はl鵬L札的鵬l〉：‾以モ財：l統一場l嶋8†乱rt－■tt  

前述のごとく、新予防給付で捷供されるサービス、及び地域支援等葉における介護予防事業で  

実施される事業（以下「本サービス等」というゎ）は、社会・心理的機能の向上に直接的に関与す  

るものではないが、運動幕の機能向上によって悪循環を断ち切り、間接的に、社会りむ理的棲能、  

つ蒙り00しの向上に寄与することを意屈している。この意味では、本サービス等の提供そのもの  

が目的化してしまうことは本末転倒である。サービスに従事するものには、∝Lを向上させるこ  

とが目標であることの共通盟兼が必要である。  

ー26－   



5．介護予防関連サービス  

⑤ 効果の評価   

○介護予防プログラムの提供者（事業所等）及び、  
地域包括支援センターにおいては、  

・介護予防ケアプランにおける目標の達成度  
について、  

・利用者本人とともに、一定期間後に評価を行う。  

○市町村、都道府県、国は、施策としての評価を  
・介護予防市町村支援事業※1  

・継続的評価分析支援事業※2  

等をとおして行う。  

※1市町村の介護予防事業報告等をもとに、全都道府県が実施  
※2平成18年度は、100市町村程度で実施予定  
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